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「
中
華
文
化
の
復
興
」と
し
て
の
孔
子
廟
改
革

一
九
六
八
︱
七
〇
年
の
台
北
孔
子
廟
を
焦
点
と
し
て

水
口
拓
寿

一
、「
道
統
」
と
「
治
統
」

　
孔
子
廟
と
い
う
儀
礼
施
設
に
つ
い
て
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
の
黄
進
興
は
、「『
道
統
』
が
姿
形
を
備
え
た
化
身
で

あ
る
一
方
、
し
か
し
『
治
統
』
を
代
表
す
る
人
君
に
制
せ
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
歴
史
上
に
お
け
る
そ
の
栄
枯
盛
衰
は
、
正

に
『
道
統
』
と
『
治
統
』
の
間
に
、
こ
れ
を
導
く
も
の
が
あ
っ
た
（
它
為
「
道
統
」
的
有
形
化
身
；
另
方
面
，
卻
受
制
於
代
表
「
治
統
」

的
人
君
。
其
在
歷
史
上
的
興
衰
起
伏
，
正
是
它
介
於
「
道
統
」
於
「
治
統
」
之
間
，
有
以
導
之

）
1
（

）
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
拙
論
の
趣
旨
に
即

し
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
政
権
の
公
認
す
る
「
正
し
い
儒
教
文
化
（
史
）
」
を
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
政
権
の
正
統
性
を
宣
伝
す
る
装
置
と
し
て
、
孔
子
廟
や
そ
こ
で
行
わ
れ
る
儀
礼
が
存
立
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
政
権
が
「
正
し
い
儒
教
文
化
（
史
）
」
だ
と
標
榜
す
る
も
の
が
交
替
し
た
り
、
或
い
は
政
権
自
体
が
交
替
し
た
り
し
た
場
合
に
、

し
ば
し
ば
孔
子
廟
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
儀
礼
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
更
新
を
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

孔
子
廟
の
こ
う
し
た
改
革
に
あ
た
っ
て
は
、「
正
し
い
礼
楽
（
当
時
の
儒
教
思
潮
に
お
い
て
、
な
お
か
つ
当
時
の
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
お
い
て
）
」
と
「
誤
っ
た
礼
楽
」
を
、
ま
た
「
我
ら
正
統
な
政
権
に
繋
が
る
伝
統
」
と
「
彼
ら
非
正
統
な
政
権
に
由
来
す
る
伝

（
1
）
黄
進
興
『
優
入
聖
域

―
権
力
、
信
仰
与
正
当
性
』（
一
九
九
四
、
允
晨
文
化
出
版
刊
）
一
六
三
頁
。
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統
」
を
弁
別
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
を
補
強
し
、
後
者
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
自
ず
か
ら
基
本
姿
勢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
孔
子
廟
と
釈
奠
儀
礼
の
概
要

　
孔
子
廟
は
、
儒
教
の
開
祖
と
さ
れ
た
孔
子
を
主
な
祭
祀
対
象
と
す
る
廟
で
あ
り
、
伝
統
的
に
「
孔
廟
」「
文
廟
」「
聖
廟
」
な

ど
と
も
称
し
て
き
た
。
中
国
大
陸
や
台
湾
に
限
ら
ず
、
前
近
代
に
創
立
さ
れ
た
孔
子
廟
は
、
官
立
文
教
機
関
の
附
属
施
設
と
し

て
建
て
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
そ
う
し
た
文
教
機
関
の
例
と
し
て
、
北
京
の
国
子
監
、
漢
城
（
現
・
ソ
ウ
ル
）
の
成
均
館
、
江
戸

（
現
・
東
京
）
の
昌
平
坂
学
問
所
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
孔
子
廟
の
空
間
構
成
や
殿
舎
の
名
称
は
、
幾
度
も
の
歴
史
的
変
遷
を
経
て
き
た
が
、
各
地
の
現
存
孔
子
廟
に
与
え
た
影
響
力

の
大
き
さ
に
鑑
み
て
、
中
国
清
朝
の
制
度
（
厳
密
に
は
、
咸
豊
七
年
〈
一
八
五
七

）
2
（

〉
以
後
の
も
の
）
を
例
に
取
る
と
、
凡
そ
以
下
の
通

り
と
な
っ
て
い
る
。
中
央
に
「
大
成
殿
」
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
至
聖
先
師
」
と
し
て
孔
子
を
祀
り
、「
四
配
」
（
東
側
に
復
聖
顔

子
・
宗
聖
曽
子
、
西
側
に
述
聖
子
思
子
・
亜
聖
孟
子
）
を
「
配
享
」
（
配
祀
・
配
侑
と
も
称
す
る
）
し
、
更
に
「
十
二
哲
」
（
東
側
に
先
賢
閔
子

損
・
先
賢
冉
子
雍
・
先
賢
端
木
子
賜
・
先
賢
仲
子
由
・
先
賢
卜
子
商
・
先
賢
有
子
若
、
西
側
に
先
賢
冉
子
耕
・
先
賢
宰
子
予
・
先
賢
冉
子
求
・
先
賢

言
子
偃
・
先
賢
顓
孫
子
師
・
先
賢
朱
子
熹
）
を
「
従
祀
」
す
る
。
大
成
殿
の
両
脇
に
は
、「
東
廡
」「
西
廡
」
と
い
う
細
長
い
区
画
が

前
方
に
向
か
っ
て
伸
び
て
お
り
、
孔
子
の
同
時
代
人
か
ら
後
世
の
儒
者
た
ち
ま
で
、
多
数
の
「
先
賢
」「
先
儒
」
を
従
祀
す
る
。

大
成
殿
の
後
方
に
は
、「
崇
聖
祠
」
と
い
う
附
属
の
祭
祀
施
設
が
あ
り
、
こ
こ
に
孔
子
・
四
配
な
ど
の
父
を
祀
る
（
孔
子
に
つ
い

て
は
、
父
を
含
め
た
祖
先
五
代
と
兄
を
祀
る
）
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神
位
は
、
一
律
に
木
主
（
木
製
の
位
牌
）
を
用
い
て
、
神
像
を
用
い
な
い

）
3
（

。

孔
子
廟
と
は
即
ち
、
木
材
や
石
材
や
金
属
材
に
よ
っ
て
三
次
元
の
姿
に
描
き
出
さ
れ
た
、「
正
し
い
儒
教
文
化
」
の
曼
陀
羅

）
4
（

で

あ
り
、「
正
し
い
儒
教
文
化
史
」
の
年
表
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
孔
子
廟
で
行
わ
れ
る
代
表
的
な
儀
礼
が
、「
釈
奠
」
で
あ
る
。『
礼
記
』
文
王
世
子
篇
に
「
凡
そ
学
校
で
は
、
春
に
官
が
そ
の
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先
師
に
対
し
て
釈
奠
を
行
い
、
秋
冬
に
も
同
じ
よ
う
に
す
る
。
凡
そ
学
校
を
創
立
す
る
際
に
は
、
必
ず
先
聖
先
師
に
対
し
て

釈
奠
を
行
い
、
儀
礼
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
幣
を
供
え
る
（
凡
學
，
春
官
釋
奠
于
其
先
師
，
秋
冬
亦
如
之
。
凡
始
立
學
者
，
必
釋
奠
于
先

聖
先
師
，
及
行
事
必
以
幣
）
」
と
あ
る
の
を
、
儀
礼
挙
行
の
経
典
的
根
拠
と
し
、
我
々
が
「
旧
暦
」
と
総
称
す
る
伝
統
的
暦
法
に
お

け
る
仲
春
（
二
月
）
と
仲
秋
（
八
月
）
の
上
丁
（
最
初
の
「
丁
」
の
日
）
に
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た

）
5
（

。

　
釈
奠
の
儀
礼
過
程
は
多
く
の
分
節
か
ら
成
り
、
通
時
的
な
変
遷
（
時
代
に
よ
る
相
違
）
や
共
時
的
な
異
同
（
地
域
に
よ
る
相
違
）

も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
核
心
部
分
は
、
以
下
の
四
段
階
か
ら
成
る
。

○
迎
神

―
孔
子
の
神
霊
を
迎
え
る
。

○
酒
や
帛
を
捧
げ
（
三
献
礼

―
初
献
・
亜
献
・
終
献
）
、
祝
文
を
奉
読
す
る
。

○
飲
福
受
胙

―
供
物
の
酒
や
肉
を
、
人
と
神
霊
が
共
食
す
る
。

○
送
神
と
望
燎

―
神
霊
を
送
り
出
し
、
ま
た
祝
文
や
供
物
を
焼
い
て
神
霊
に
届
け
る
。

儀
礼
の
参
加
要
員
は
、
以
下
の
五
群
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
拙
論
で
は
西
暦
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
）
一
九
四
五
年
以
前
に
つ
い
て
、
時
間
的
距
離
の
把
握
の
便
宜
の
た
め
、「
現
地
で
行
わ
れ
た
紀
年
法
」
と
西
暦
を

併
記
し
て
お
く
。

（
3
）
中
国
で
は
、
既
に
明
朝
嘉
靖
九
年
（
一
五
三
〇
）
に
、
神
像
を
廃
し
て
木
主
の
み
を
用
い
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
曲
阜
孔
廟
の
よ
う
に
、

木
主
を
導
入
し
な
が
ら
神
像
と
併
存
さ
せ
た
事
例
も
あ
る
。
孔
子
廟
制
度
の
大
幅
な
変
更
を
含
む
「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
」
の
全
体
像
と
思
想
史
的
意
義
に

つ
い
て
は
、
小
島
毅
「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
七
冊
、
一
九
九
二
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
刊
）
を
参

照
。

（
4
）
孔
子
廟
を
比
喩
す
る
の
に
仏
教
用
語
を
使
う
こ
と
は
、
適
切
を
欠
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
に
良
い
修
辞
を
思
い
付
か
な
い
。
筆
者
の
語
彙
力
不
足
を

容
赦
願
い
た
い
。

（
5
）「
釈
奠
」
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
「
供
物
を
置
き
並
べ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
本
来
は
「
孔
子
に
対
す
る
祭
祀
」
の
み
を
指
す
語
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
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◇
主
献
（
主
祭
・
正
献
官
な
ど
と
も
称
す
る
）

―
儀
礼
全
体
の
主
宰
者
で
あ
り
、
孔
子
に
対
し
て
三
献
礼
を
行
う
。
三
献
礼

を
一
人
が
行
う
方
式
も
、
三
人
が
交
替
し
て
行
う
方
式
も
あ
る
。

◇
分
献
（
分
祭
・
分
献
官
な
ど
と
も
称
す
る
）

―
配
享
さ
れ
た
者
・
従
祀
さ
れ
た
者
に
対
し
て
三
献
礼
を
行
う
。

◇
礼
生
（
執
事
と
も
称
す
る
）

―
迎
神
・
送
神
・
開
扉
・
閉
扉
な
ど
を
担
当
す
る
。
主
献
や
分
献
に
付
き
添
っ
て
、
儀
礼

空
間
内
の
移
動
や
、
儀
礼
の
所
作
を
指
示
す
る
者
（
引
賛
）
も
あ
る
。

◇
楽
生

―
音
楽
（
器
楽
と
歌
唱
）
を
担
当
し
、
三
献
礼
な
ど
多
く
の
場
面
で
伴
奏
す
る
。

◇
佾
生
（
舞
生
と
も
称
す
る
）

―
三
献
礼
の
際
に
、
大
成
殿
前
で
佾
舞
を
担
当
す
る
。

こ
の
よ
う
な
儀
礼
過
程
や
参
加
要
員
の
構
成
は
、
孔
子
廟
で
の
釈
奠
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
広
く
天
神
・
地
祇
・
人
鬼
に

写真 2　台北の釈奠は午前 6時に始まり、儀礼が
終わる頃に空が明るくなる。画面右側に大成殿、

奥に西廡、更に向こうのコンクリート建築は明倫

堂（講堂）。2003年撮影。

写真 1　釈奠の準備を整えた、台北市孔廟（台北

孔子廟）の大成殿。2003年撮影。
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対
す
る
儒
教
的
儀
礼
と
、
基
本
的
に
共
通
す
る
。

三
、
台
湾
に
お
け
る
一
九
六
八
︱
七
〇
年
の
孔
子
廟
改
革
（
一
）

︱
「
中
華
文
化
復
興
運
動
」
と
孔
子
廟

　
台
湾
は
一
六
八
三
年
（
永
暦
三
七
、
康
煕
二
二
）
に
中
国
清
朝
の
統
治
下
に
入
り
、
各
地
に
官
立
の
孔
子
廟
が
創
立
さ
れ
た
。

清
朝
の
定
め
た
孔
子
廟
や
釈
奠
の
制
度
が
、
一
八
九
五
年
（
光
緒
二
三
、
明
治
二
八
）
に
日
本
へ
割
譲
さ
れ
た
後
も
踏
襲
さ
れ
、

更
に
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
、
民
国
三
四
）
の
「
光
復
」
（
日
本
統
治
期
の
終
了
）
以
後
に
及
ん
だ
。

　
清
朝
統
治
期
に
は
釈
奠
の
挙
行
に
当
た
り
、
当
然
に
清
朝
所
定
の
祭
服
が
着
用
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
統
治
期
（
各
地
の
孔

子
廟
は
民
間
団
体
に
よ
り
存
続
さ
せ
ら
れ
た
）
に
、
民
間
礼
装
で
あ
る
「
長
袍
と
馬
褂
」
に
替
わ
っ
た
。
な
お
、
清
朝
は
一
九
〇
六

年
（
光
緒
三
二
）
に
、
国
家
的
祭
祀
儀
礼
の
体
系
の
中
で
、
釈
奠
を
「
中
祀
」
級
か
ら
「
大
祀
」
級
に
昇
格
さ
せ
た
が

）
6
（

、
既
に

日
本
統
治
期
に
入
っ
て
い
た
台
湾
の
孔
子
廟
に
、
こ
の
時
の
釈
奠
改
制
は
影
響
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た

）
7
（

。

　
中
国
大
陸
で
発
足
し
た
国
民
党
政
府
は
、
一
九
三
四
年
（
民
国
二
三
）
に
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
八
月
二
七
日
を
「
孔
子
誕
辰

紀
念
日
」
と
定
め
た
上
で

）
8
（

、
中
央
政
府
と
各
院
・
各
部
の
代
表
に
よ
り
曲
阜
で
「
荘
重
な
儀
礼
（
隆
重
典
禮
）
」
を
挙
行
し

）
9
（

、
翌

孔
子
廟
と
い
う
施
設
の
成
立
以
前
か
ら
、
同
じ
経
文
に
根
拠
を
求
め
て
、「
先
聖
」
と
し
て
周
公
を
祀
り
、「
先
師
」
と
し
て
孔
子
を
配
享
す
る
儀
礼
が
行

わ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
祭
祀
対
象
と
し
て
、
周
公
が
孔
子
よ
り
も
上
位
（
主
要
な
地
位
）
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

（
6
）
隋
代
以
来
、
国
家
的
祭
祀
儀
礼
は
「
大
祀
」「
中
祀
」「
小
祀
（
群
祀
）」
の
三
等
級
に
分
け
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
孔
子
廟
に
お
け
る
釈
奠
は
、

こ
の
時
に
大
祀
へ
昇
格
す
る
ま
で
、
中
祀
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
時
期
が
大
半
を
占
め
る
。

（
7
）
以
上
、
台
湾
に
お
け
る
孔
子
廟
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
黄
文
陶
編
著
『
中
国
歴
代
及
東
南
亜
各
国
祀
孔
儀
礼
考
』（
一
九
六
五
、
嘉
義
県
文
献
委
員
会

刊
）
一
〇
八
―
一
九
五
頁
、
黄
得
時
編
著
『
台
湾
的
孔
廟
』（
一
九
八
一
、
台
湾
省
政
府
新
聞
処
刊
）、
杜
美
芬
「
祀
孔
人
文
曁
礼
儀
空
間
之
研
究

―
以

台
北
孔
廟
為
例
」（
二
〇
〇
三
、
中
原
大
学
建
築
学
研
究
所
碩
士
論
文
）
八
一
―
二
三
二
頁
な
ど
に
拠
る
。

（
8
）
郭
廷
以
編
著
『
中
華
民
国
史
事
日
誌
』
第
三
冊
（
一
九
八
四
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
刊
）
三
七
一
頁
。
孔
子
の
誕
生
日
に
は
諸
説
あ
る
が
、「
旧

暦
」
八
月
二
七
日
説
を
清
朝
が
採
用
し
て
い
た
。
こ
の
数
字
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
国
民
党
政
府
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
八
月
二
七
日
を
、
孔
子
誕

辰
紀
念
日
に
定
め
た
の
で
あ
る
。
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一
九
三
五
年
（
民
国
二
四
）
に
は
、
孔
子
・
顔
子
・
曽
子
・
子
思
・
孟
子
の
嫡
系
裔
孫
を
、
各
々
「
大
成
至
聖
先
師
奉
祀
官
」

「
復
聖
奉
祀
官
」「
宗
聖
奉
祀
官
」「
述
聖
奉
祀
官
」「
亜
聖
奉
祀
官
」
に
任
命
す
る
な
ど

）
10
（

、「
遷
台
」
（
台
湾
へ
の
移
転
）
以
前
か
ら
、

孔
子
廟
や
孔
子
祭
祀
に
関
心
を
示
し
て
い
た
。
国
民
党
政
府
が
「
遷
台
」
し
た
一
九
四
九
年
か
ら
は
、
台
北
孔
子
廟
の
釈
奠
に
、

総
統
の
代
理
（
総
統
代
表
）
が
出
席
し
て
上
香
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
一
年
に
は
、
台
北
孔
子
廟
を
運
営
す
る
民
間
団

体
で
あ
っ
た
「
台
北
崇
聖
会
」
が
廃
さ
れ
、「
台
北
孔
子
廟
管
理
委
員
会
」
が
設
立
さ
れ
た

）
11
（

。
こ
れ
自
体
も
あ
く
ま
で
民
間
団

体
だ
っ
た
が
、
但
し
台
北
市
長
が
主
任
委
員
を
兼
任
し
た
。
一
九
五
二
年
に
は
、
孔
子
誕
辰
紀
念
日
が
「
旧
暦
」
の
生
年
月
日

か
ら
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
換
算
さ
れ
て
九
月
二
八
日
に
移
動
し
、
一
九
六
〇
年
に
は
、
こ
の
年
が
孔
子
生
誕
二
五
一
〇
周
年
で
あ

る
こ
と
（
孔
子
が
紀
元
前
五
五
一
年
九
月
二
八
日
の
誕
生
で
あ
る
こ
と
）
が
、
改
め
て
宣
言
さ
れ
た

）
12
（

。

　
中
国
大
陸
で
共
産
党
政
府
が
「
文
化
大
革
命
」
を
開
始
す
る
と
、
国
民
党
政
府
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
一
九
六
六
年
か
ら
、

台
湾
で
「
中
華
文
化
復
興
運
動
」
を
展
開
し
た
。「
堯
↓
舜
↓
禹
↓
湯
王
↓
文
王
↓
武
王
↓
周
公
↓
孔
子
」
と
い
う
「
道
統
」

が
、「
国
父
」
で
あ
る
孫
文
に
繋
が
る
と
さ
れ
、
孔
子
が
中
華
文
化
を
初
め
て
集
大
成
し
て
以
来
、
孫
文
の
三
民
主
義
に
よ
っ

て
再
び
集
大
成
が
成
っ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
我
が
五
千
年
来
の
伝
統
的
で
優
秀
な
文
化
（
我
五
千
年
來
傳
統
優
秀
之
文
化
）
」

に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
、
共
産
党
政
府
と
の
差
異
化
を
図
る
と
い
う
意
図
が
、
こ
の
言
説
に
は
含
ま
れ
て
い
た

）
13
（

。
そ
し
て
そ

れ
故
に
、
儒
教
文
化
の
振
興
が
、「
中
華
文
化
復
興
」
の
中
核
的
要
素
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
蒋
中
正
（
蒋
介
石
）
総
統
は
一
九
六
八
年
二
月
二
二
日
に
、「
孔
子
廟
の
雅
楽
、
孔
子
祭
祀
の
楽

器
・
舞
踏
・
服
装
を
研
究
・
製
作
す
る
こ
と
を
、
重
視
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
が
国
に
古
く
か
ら
あ
っ
た

礼
楽
の
基
礎
を
恢
復
す
る
の
だ
（
對
於
孔
廟
雅
樂
，
祭
孔
之
樂
器
、
舞
蹈
、
服
裝
之
製
作
與
研
究
，
應
加
以
注
重
，
以
恢
復
我
國
古
有
禮
樂
之

基
礎
）
」
と
、
手
諭
に
よ
っ
て
指
示
し
た
。
教
育
部
文
化
局
は
、
こ
の
手
諭
を
承
け
、
九
月
一
〇
日
に
内
政
部
・
台
湾
省
政
府

民
政
庁
・
同
教
育
庁
・
台
北
市
政
府
民
政
局
・
同
教
育
局
、
及
び
孔
徳
成
（
大
成
至
聖
先
師
奉
祀
官
）
・
蒋
復
聡
（
故
宮
博
物
院
長
）
・

荘
本
立
（
中
国
文
化
大
学
教
授
、
音
楽
史
専
攻
）
な
ど
の
有
識
者
を
招
集
し
て
、「
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
」
を
組
織
し
た

）
14
（

。
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新
制
の
釈
奠
は
、
同
月
二
八
日
に
台
北
孔
子
廟
で
挙
行
さ
れ
、
蒋
総
統
自
身
が
前
日
の
「
習
儀
」
（
予
行
演
習
）
を
視
察
し
た

）
15
（

。

祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
は
一
九
七
〇
年
ま
で
、
台
北
孔
子
廟
で
毎
年
行
わ
れ
た
釈
奠
を
実
験
機
会
と
し
な
が
ら
、
儀
礼
過
程
・

礼
器
・
衣
冠
・
音
楽
・
舞
踊
な
ど
の
補
訂
に
従
事
し
た
。
中
途
か
ら
、
王
宇
清
（
国
立
歴
史
博
物
館
長
、
服
飾
史
専
攻
）
な
ど
も
委

（
9
）
当
日
は
、
曲
阜
孔
廟
に
お
い
て
「
国
祭
（
公
祭
）」
と
「
家
祭
」
が
連
続
し
て
行
わ
れ
、
更
に
孔
子
の
墓
前
で
「
謁
陵
典
礼
」
が
行
わ
れ
た
。
国
祭
と

家
祭
は
、
中
央
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
葉
楚
傖
が
「
主
祭
」
を
務
め
た
。
家
祭
は
、
当
時
「
衍
聖
公
」
の
位
に
あ
っ
た
孔
子
第
七
七
代
嫡
系
裔
孫
の
孔
徳

成
が
主
祭
を
務
め
、
八
佾
舞
（
文
舞
と
武
舞
）
を
用
い
る
釈
奠
の
形
式
が
取
ら
れ
た
。『
中
華
民
国
史
事
日
誌
』
第
三
冊
三
九
三
頁
、
及
び
中
華
民
国
国
史

事
紀
要
編
輯
委
員
会
編
『
中
華
民
国
国
史
事
紀
要
』
中
華
民
国
二
十
三
年
（
一
九
三
四
）
七
至
十
二
月
份
（
一
九
八
八
、
国
史
館
刊
）
二
九
一
―
二
九
三

頁
。
中
野
江
漢
『
釈
奠
』（
一
九
三
五
、
東
亜
研
究
会
刊
）
三
三
―
三
四
頁
は
、
こ
の
日
は
「
全
国
一
斉
に
盛
大
な
る
釈
奠
の
式
典
を
挙
行
し
た
」
と
述
べ

て
い
る
。

（
10
）『
中
華
民
国
史
事
日
誌
』
第
三
冊
四
三
三
、四
八
九
頁
、及
び
『
中
華
民
国
国
史
事
紀
要
』
中
華
民
国
二
十
四
年
（
一
九
三
五
）
一
至
六
月
份
（
一
九
八
七
、

国
史
館
刊
）
五
六
頁
、
七
至
十
月
份
（
一
九
九
〇
、
国
史
館
刊
）
三
九
―
四
〇
頁
。
注
意
す
る
べ
き
は
、
子
思
自
身
が
孔
子
の
嫡
孫
に
当
た
る
こ
と
で
あ

る
。
故
に
、
子
思
の
嫡
系
裔
孫
は
、
必
ず
孔
子
の
嫡
系
裔
孫
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
に
任
命
さ
れ
た
孔
姓
の
奉
祀
官
は
一
名
の
み
（
孔
徳
成
、
大

成
至
聖
先
師
奉
祀
官
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
即
ち
、
述
聖
奉
祀
官
は
大
成
至
聖
先
師
奉
祀
官
が
兼
任
し
た
か
、
或
い
は
さ
し
あ
た
り
空
位
と
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
。

（
11
）
現
存
の
台
北
孔
子
廟
（
台
北
市
孔
廟
）
は
、
清
朝
統
治
期
に
創
立
さ
れ
た
「
文
廟
」
が
、
日
本
統
治
期
の
初
頭
に
撤
去
さ
れ
た
後
、
一
九
三
一
年
（
昭

和
六
）
に
「
台
北
孔
廟
建
設
籌
備
処
」（
民
間
団
体
）
が
、
現
在
の
所
在
地
に
「
台
北
孔
子
廟
」
と
し
て
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
12
）
徐
金
虎
編
『
礼
俗
宗
教
法
令
』（
一
九
六
九
、
瑞
成
書
局
刊
）
三
一
頁
「
考
証
孔
子
誕
辰
」
項
。
台
湾
に
お
け
る
孔
子
廟
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
以
上

の
時
期
に
つ
い
て
も
、
注（
7
）に
示
し
た
文
献
に
依
拠
し
て
記
述
し
た
。

（
13
）
蒋
中
正
「
中
山
楼
中
華
文
化
堂
落
成
紀
念
文
」。『
中
華
民
国
史
事
紀
要
』
中
華
民
国
五
十
五
年
（
一
九
六
六
）
七
至
十
二
月
份
（
一
九
九
一
、
国
史
館

刊
）
八
五
八
―
八
六
〇
頁
に
収
録
。

（
14
）
杜
氏
の
教
示
に
よ
れ
ば
、
器
具
・
衣
冠
の
製
造
や
儀
礼
の
練
習
ま
で
が
、
僅
か
一
八
日
間
で
完
了
で
き
た
と
は
考
え
難
い
た
め
、
実
際
に
は
更
に
早
く

か
ら
、
同
委
員
会
の
前
身
も
し
く
は
実
務
組
織
が
活
動
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
15
）
翌
日
に
蒋
総
統
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
「
大
成
至
聖
先
師
孔
子
二
五
一
八
週
年
誕
辰
典
礼
」
を
総
統
府
大
礼
堂
で
主
催
し
た
後
、「
経
験
豊
富
で
優
良

な
教
授
や
教
師
（
資
深
優
良
教
授
教
師
）」
を
中
山
楼
に
招
い
て
訓
話
し
た
。
そ
の
中
で
、「
孔
子
祭
祀
の
儀
礼
を
参
観
し
て
後
、
礼
学
が
人
に
感
銘
を
与

え
る
こ
と
の
深
さ
を
、
ま
す
ま
す
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
看
了
祀
孔
典
禮
以
後
，
愈
益
感
覺
到
禮
樂
的
感
人
之
深
）」、「
今
回
の
改
革
を
経
た
孔
子
祭

祀
の
儀
礼
は
、
一
般
の
俗
楽
を
棄
て
、
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
の
群
楽
に
完
全
に
改
ま
っ
て
お
り
、
一
大
進
歩
で
あ
る
（
對
這
一
次
改
革
後
的
祀
孔
典
禮
，

摒
棄
了
一
般
俗
樂
，
而
完
全
改
用
宮
、
商
、
角
、
徵
、
羽
的
群
樂
，
是
一
大
進
步
）」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
共
産
党
政
府
が
「
中
国
文
化
を
破
壊
し
、
孔
子

の
思
想
を
敵
視
し
て
い
る
（
破
壞
中
國
文
化
，
仇
視
孔
子
思
想
）」
こ
と
に
言
及
し
て
、
教
師
た
ち
に
「
中
華
文
化
之
復
興
」
へ
の
協
力
を
求
め
た
。『
先
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員
会
に
参
入
し
た
。
そ
し
て
、
三
年
来
の
事
業
の
経
緯
と
成
果
が
、『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
と
題
す
る
冊
子
に
纏
め
ら
れ
た

）
16
（

。

　
同
月
一
八
日
に
は
、
第
一
回
の
新
制
釈
奠
に
先
立
っ
て
、
行
政
院
に
よ
り
「
大
成
至
聖
先
師
孔
子
誕
辰
紀
念
弁
法
」
が
公
布

さ
れ
、
即
日
施
行
さ
れ
た
。「
大
成
至
聖
先
師
孔
子
誕
辰
紀
念
日
」
と
銘
打
た
れ
た
九
月
二
八
日
に
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府

で
は
行
政
首
長
の
主
催
に
よ
り
「
紀
念
大
会

）
17
（

」
を
行
う
こ
と
、
孔
子
廟
を
擁
す
る
地
方
で
は
、
併
せ
て
「
古
礼
に
基
づ
く
孔
子

祭
祀
の
儀
礼
次
第
（
古
禮
祀
孔
儀
節
）
」
に
則
り
、「
中
華
式
の
礼
服
（
中
式
禮
服
）
」
を
着
用
し
て
、
釈
奠
を
行
う
こ
と
が
法
制
化

さ
れ
た
の
で
あ
る

）
18
（

。
一
九
七
二
年
に
、
台
北
孔
子
廟
は
国
民
党
政
府
に
接
収
さ
れ
、
台
北
市
政
府
民
政
局
の
管
轄
下
に
入
っ
て
、

そ
れ
ま
で
の
「
台
北
孔
子
廟
」
か
ら
「
台
北
市
孔
廟
」
に
改
称
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
と
並
行
し
て
、
台
中
・
高
雄
・
桃
園

な
ど
、
従
来
は
孔
子
廟
の
な
か
っ
た
都
市
に
、
市
政
府
や
県
政
府
の
運
営
に
な
る
孔
子
廟
が
建
立
さ
れ
て
い
っ
た

）
19
（

。

四
、
台
湾
に
お
け
る
一
九
六
八
︱
七
〇
年
の
孔
子
廟
改
革
（
二
）

︱
『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
を
読
む

　
六
つ
の
変
数
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孔
子
廟
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
か
、
そ
の
骨
格
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
①
国
家
的
祭
祀
儀
礼
に
お
い
て
釈
奠
が
位
置
す
る
等
級
、
②
孔
子
に
追
贈
さ
れ
た
称
号
、
③
配
享
者
・
従
祀

者
の
内
訳
と
配
置
、
④
釈
奠
に
用
い
ら
れ
る
衣
冠
、
⑤
釈
奠
に
用
い
ら
れ
る
楽
曲
（
音
楽
と
歌
詞
）
、
⑥
釈
奠
に
用
い
ら
れ
る
佾

舞
で
あ
る
。

　『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』、
及
び
同
書
に
言
及
さ
れ
た
明
代
の
黄
佐
『
南
雍
志
』、
李
之
藻
『
頖
宮
礼
楽
疏
』、
更
に
『（
万
暦
）
大

明
会
典
』『
（
光
緒
）
大
清
会
典
』『
（
光
緒
）
大
清
会
典
図
』『
（
光
緒
）
大
清
会
典
事
例
』、『
明
史
』、『
清
史
稿
』
な
ど
の
文
献
資

料
に
拠
り
、
上
記
六
つ
の
変
数
に
つ
い
て
、
明
朝
一
五
三
〇
年
（
嘉
靖
九
、「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
」
の
一
環
と
し
て
）
、
清
朝
一
七
四
二

年
（
乾
隆
七
）
、
一
九
〇
六
年
（
光
緒
三
二
）
、
国
民
党
政
府
一
九
六
八
―
七
〇
年
に
定
め
ら
れ
た
孔
子
廟
制
度
を
比
較
す
る
と
、

以
下
の
通
り
と
な
る

）
20
（

。
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①
国
家
的
祭
祀
儀
礼
と
し
て
の
等
級

明
朝
一
五
三
〇
年

―
中
祀
、
佾
舞
は
六
佾
、
孔
子
用
の
供
物
を
盛
る
籩
・
豆
は
一
〇
ず
つ

）
21
（

（
前
年
ま
で
は
大
祀
〈
特
に
祀
天

儀
礼
〉
と
同
様
に
、
佾
舞
は
八
佾
、
孔
子
用
の
籩
・
豆
は
一
二
ず
つ
）
。

総
統
蒋
公
思
想
言
論
総
集
』
巻
二
十
九
「
演
講
」
二
二
六
―
二
二
八
頁
に
拠
り
、『
中
華
民
国
史
事
紀
要
』
中
華
民
国
五
十
七
年
（
一
九
六
八
）
七
至
十
二

月
份
（
二
〇
〇
二
、
国
史
館
刊
）
三
三
一
―
三
三
二
頁
に
収
録
。

（
16
）
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
編
『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』（
一
九
七
〇
、
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
刊
）。
蒋
総
統
の
指
示
か
ら
こ
こ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

同
書
二
頁
「
前
言
」
の
中
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
内
容
は
、
次
の
段
落
に
述
べ
る
「
大
成
至
聖
先
師
孔
子
誕
辰
紀
念
弁
法
」
と
は
異
な
り
、
法
令

と
し
て
の
強
制
力
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
台
湾
全
域
の
孔
子
廟
に
完
全
浸
透
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
林
勇
成
「
台
湾
地
区
孔
子
廟
『
釈
奠
佾
舞
』

之
研
究
」（
二
〇
〇
二
、
中
国
文
化
大
学
舞
蹈
研
究
所
碩
士
論
文
）
九
〇
頁
、
杜
氏
前
掲
論
文
一
三
一
頁
。

（
17
）
そ
の
内
容
は
、
国
歌
斉
唱
、
国
旗
・「
国
父
」
孫
文
・
孔
子
に
対
す
る
三
鞠
躬
礼
（
立
っ
た
ま
ま
頭
を
下
げ
る
こ
と
を
、
三
度
反
復
す
る
）、
孔
孟
学
説

の
講
義
、「
孔
子
紀
念
歌
」
の
演
奏
な
ど
か
ら
成
る
。「
孔
子
紀
念
歌
」
は
、『
礼
記
』
礼
運
篇
の
一
部
（「
大
道
之
行
也
、
天
下
為
公
」
か
ら
「
是
謂
大
同
」

ま
で
）
を
歌
詞
と
し
て
、
洋
式
音
楽
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
（
民
国
二
十
三
年
）
八
月
二
十
七
日
に
、
国
民
党
政
府
が
首
都
南
京
の
国
民

党
中
央
党
部
大
礼
堂
で
開
催
し
た
「
先
師
孔
子
誕
辰
紀
念
大
会
」
も
、
孫
文
の
肖
像
画
の
前
方
に
孔
子
の
肖
像
画
を
置
い
て
、
儀
礼
が
行
わ
れ
た
。『
中
華

民
国
史
事
紀
要
』
中
華
民
国
二
十
三
年
（
一
九
三
四
）
七
至
十
二
月
份
、
二
九
三
頁
。

（
18
）『
総
統
府
広
報
』
一
九
九
四
号
（
民
国
五
十
七
年
〈
一
九
六
八
〉
九
月
二
〇
日
）
四
頁
に
拠
り
、『
中
華
民
国
史
事
紀
要
』
中
華
民
国
五
十
七
年

（
一
九
六
八
）
七
至
十
二
月
份
（
二
〇
〇
二
、
国
史
館
刊
）
二
九
五
―
二
九
六
頁
に
収
録
。
台
北
孔
子
廟
（
台
北
市
孔
廟
）
で
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
台

北
市
長
が
「
正
献
官
」
を
務
め
、
孔
子
に
対
す
る
三
献
礼
を
一
人
で
担
当
し
て
き
た
が
、
総
統
も
三
献
礼
の
後
に
上
香
し
て
祝
文
を
捧
呈
す
る
こ
と
、
更

に
そ
の
後
で
、
大
成
至
聖
先
師
奉
祀
官
も
上
香
す
る
こ
と
が
、
儀
礼
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
二
一
―
二
二
頁
。
但
し
、

二
〇
〇
八
年
に
馬
英
九
総
統
が
来
場
す
る
ま
で
は
、
総
統
が
実
際
に
臨
席
し
た
例
は
な
く
、
代
理
を
派
遣
し
続
け
た
。
釈
奠
の
改
制
を
指
示
し
た
蒋
総
統

自
身
で
す
ら
、
新
制
第
一
年
の
「
習
儀
」
を
視
察
し
た
に
止
ま
る
。
な
お
、
一
九
八
八
年
以
来
の
歴
代
総
統
（
李
登
輝
・
陳
水
扁
・
馬
英
九
）
は
、
い
ず

れ
も
台
北
市
長
と
し
て
正
献
官
を
務
め
た
経
験
が
あ
る
。

（
19
）
こ
れ
ら
の
都
市
に
お
け
る
孔
子
廟
の
建
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
黄
（
得
時
）
氏
前
掲
書
、
傅
朝
卿
主
編
『
閲
読
台
湾
的
孔
子
廟

―
孔
子
廟
与
台
湾
文

化
資
産
特
展
図
録
』（
二
〇
〇
二
、
台
南
市
文
化
資
産
保
護
協
会
刊
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
20
）
こ
こ
に
挙
げ
る
の
は
、
中
央
政
府
所
在
地
の
孔
子
廟
に
関
す
る
制
度
で
あ
り
、
他
地
方
の
孔
子
廟
に
関
す
る
規
定
は
、
必
ず
し
も
同
様
で
は
な
い
。

（
21
）
配
享
者
・
従
祀
者
の
た
め
の
供
物
は
、
祭
祀
対
象
と
し
て
の
等
級
に
応
じ
て
降
格
・
縮
小
さ
れ
る
。
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清
朝
一
七
四
二
年

―
中
祀
、
佾
舞
は
六
佾
、
孔
子
用
の
籩
・
豆
は
一
〇
ず
つ
。

清
朝
一
九
〇
六
年

―
大
祀
、
佾
舞
は
八
佾
、
孔
子
用
の
籩
・
豆
は
一
二
ず
つ
。

台
湾
一
九
七
〇
年

―
「
宋
代
・
明
代
以
来
の
各
種
典
籍
（
宋
明
以
來
各
種
典
籍
）
」
を
参
考
に
し
て
「
大
祀
八
佾
」
と
す
る
。

但
し
、
現
存
の
台
北
孔
子
廟
は
手
狭
で
あ
っ
て
、
八
佾
舞
を
動
員
で
き
な
い
た
め
、
将
来
的
に
台
北
孔
子
廟
を
建
て
替

え
る
ま
で
は
「
中
祀
六
佾
」
に
止
め
る

）
22
（

。

　
孔
子
用
の
籩
・
豆
の
数
量
に
つ
い
て
は
言
及
な
し
。

　
※
台
北
孔
子
廟
（
台
北
市
孔
廟
）
で
は
、
二
〇
〇
七
年
ま
で
一
〇
ず
つ
だ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
現
在
で
は
「
大
祀
の
規

模
を
再
現
し
て
（
重
現
大
祀
規
模
）
」
一
二
ず
つ
と
な
っ
て
い
る

）
23
（

。

写真 3　「大成至聖先師孔子神位」と、2003年の
釈奠における供物。右側に並ぶ、細長い容器が

「籩」であり、左側に並ぶ、脚のある容器が「豆」

である。

写真 4　右より順に、正献官・分献官・総統代理

などの礼服、礼生、楽生、佾生の衣冠。台北市孔

廟（台北孔子廟）の文物展覧室に陳列されている

もの。
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②
孔
子
に
追
贈
さ
れ
た
称
号

明
朝
一
五
三
〇
年

―
至
聖
先
師
（
そ
れ
以
前
は
、
元
朝
の
制
度
を
踏
襲
し
て
大
成
至
聖
文
宣
王
）
。

清
朝
一
七
四
二
年

―
至
聖
先
師

）
24
（

。

清
朝
一
九
〇
六
年

―
至
聖
先
師
。

台
湾
一
九
七
〇
年

―
「
宋
代
・
明
代
以
来
の
各
種
典
籍
」
を
参
考
に
し
て
、
大
成
至
聖
先
師

）
25
（

。

③
配
享
者
・
従
祀
者
の
内
訳
と
神
位
安
置
場
所
（
大
成
殿
と
後
方
の
附
属
施
設
に
つ
い
て

）
26
（

）

明
朝
一
五
三
〇
年

―
先
師
廟

）
27
（

に
、
四
配
・
十
哲
。

啓
聖
祠
に
、
孔
子
の
父
、
及
び
四
配
・
宋
代
先
儒
た
ち
の
父
。

清
朝
一
七
四
二
年

―
大
成
殿
に
、
四
配
・
十
二
哲
。

崇
聖
祠
に
、
孔
子
の
祖
先
五
代
、
及
び
四
配
・
宋
代
先
儒
た
ち
の
父

）
28
（

。

（
22
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
一
九
―
二
〇
頁
。
孔
子
廟
改
革
以
後
に
新
設
さ
れ
た
高
雄
市
孔
子
廟
や
台
中
市
孔
廟
で
は
、
大
成
殿
前
面
に
突
き
出
た
丹
墀
（
佾

生
が
舞
う
露
台
）
が
十
分
に
広
く
造
ら
れ
、
八
佾
舞
が
採
用
さ
れ
た
。
林
氏
前
掲
論
文
八
七
―
九
〇
頁
。
二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
八
年
現
在
の
釈
奠
で
は
、

台
北
市
孔
廟
（
台
北
孔
子
廟
）
に
も
八
佾
舞
が
登
場
し
た
（
丹
墀
を
臨
時
に
拡
大
し
た
）。
な
お
、『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
の
前
掲
箇
所
に
は
、
孔
子
の
神

位
に
限
っ
て
神
像
と
木
主
を
併
用
す
る
こ
と
や
、
将
来
的
に
台
北
孔
子
廟
が
建
て
替
え
ら
れ
た
後
は
、
総
統
も
し
く
は
総
統
代
理
が
「
主
祭
」
を
担
当
す

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
実
現
に
到
ら
な
か
っ
た
。

（
23
）
台
北
市
政
府
新
聞
稿
「
紀
念
至
聖
先
師
孔
子
二
五
五
八
週
年
誕
辰
　
欣
逢
孔
廟
修
復
　
神
位
陞
座
　
釈
奠
祭
礼
伝
承
四
〇
週
年
　
八
佾
八
音
十
二
籩

豆
隆
重
祭
孔
　
有
史
以
来
第
一
位
国
家
元
首
親
自
蒞
臨
上
香
　
大
龍
峒
文
化
季
緊
接
登
場
，
邀
請
大
家
参
与
儒
家
六
芸
文
化
宴
」（
発
稿
単
位

：

民
政
局
、

二
〇
〇
八
年
九
月
二
六
日
）。

（
24
）
清
朝
で
は
こ
れ
よ
り
先
、
順
治
二
―
一
四
年
（
一
六
四
五
―
五
七
）
と
い
う
短
期
間
に
「
大
成
至
聖
文
宣
先
師
」
の
称
号
を
用
い
て
い
た
。

（
25
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
一
九
―
二
〇
頁
。

（
26
）
東
廡
・
西
廡
に
お
け
る
従
祀
者
は
、
大
局
と
し
て
増
加
の
一
途
を
辿
っ
た
（
王
安
石
の
よ
う
に
、
祭
祀
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
者
も
あ
る
が
）。

（
27
）
こ
の
時
に
、
従
来
の
「
大
成
殿
」
か
ら
改
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
28
）
既
に
雍
正
元
年
（
一
七
二
三
）
に
、「
啓
聖
祠
」
が
「
崇
聖
祠
」
と
改
称
さ
れ
、
孔
子
の
祖
先
が
五
代
ま
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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清
朝
一
九
〇
六
年

―
大
成
殿
に
、
四
配
・
十
二
哲
。

崇
聖
祠
に
、
孔
子
祖
先
五
代
と
兄
、
及
び
四
配
・
宋
代
先
儒
た
ち
の
。

台
湾
一
九
七
〇
年

―
大
成
殿
に
、
四
配
・
十
二
哲
。

崇
聖
祠
に
、
孔
子
祖
先
五
代
と
兄
、
及
び
四
配
・
宋
代
先
儒
た
ち
の
父

）
30
（

。

④
釈
奠
に
用
い
ら
れ
る
衣
冠
（
主
献
・
分
献
に
つ
い
て

）
31
（

）

明
朝
一
五
三
〇
年

―
皇
帝
は
、
皮
弁
服
。
群
臣
は
、
朝
服
の
冠
・
帯
・
佩
・
綬
に
加
え
、
祭
服
と
し
て
の
青
羅
衣
・
赤

羅
裳
（
漢
族
様
式
の
衣
冠
）
。

清
朝
一
七
四
二
年

―
皇
帝
・
群
臣
と
も
に
、
朝
服
が
そ
の
ま
ま
祭
服
と
な
る
（
満
洲
族
様
式
の
衣
冠
）
。

清
朝
一
九
〇
六
年

―
皇
帝
・
群
臣
と
も
に
、
朝
服
が
そ
の
ま
ま
祭
服
と
な
る
（
満
洲
族
様
式
の
衣
冠
）
。

台
湾
一
九
七
〇
年

―
「
古
之
礼
服
」
と
し
て
の
冕
冠
・
紺
衣
・
纁
裳

）
32
（

（
漢
族
様
式
の
衣
冠

）
33
（

）
。

但
し
、
中
央
政
府
や
地
方
政
府
の
行
事
と
し
て
釈
奠
を
行
う
場
合
に
は
、
公
務
員
で
あ
る
者
が
「
正
献
官
」
や
「
分
献

官
」
を
務
め
る
た
め
、
一
九
二
九
年
（
民
国
一
八
）
公
布
の
「
服
制
條
例
」
が
定
め
る
礼
服
を
着
用
す
る
（
男
子
礼
服
は
藍
長
袍
・

黒
馬
褂
で
あ
り
、
清
朝
の
朝
服
に
似
る

）
34
（

）
。

⑤
釈
奠
に
用
い
ら
れ
る
楽
曲
（
音
楽
と
歌
詞

）
35
（

）

明
朝
一
五
三
〇
年

―
洪
武
六
年
（
一
三
七
三
）
に
定
め
ら
れ
た
「
大
成
楽
章
」
（
咸
和
之
章
・
寧
和
之
章
・
安
和
之
章
・
景
和
之

章
）
。
歌
詞
は
、
北
宋
朝
の
大
晟
府
が
制
定
し
た
も
の
に
由
来
す
る
。

清
朝
一
七
四
二
年

―
昭
平
之
章
・
宣
平
之
章
・
秩
平
之
章
・
叙
平
之
章
・
懿
平
之
章
・
徳
平
之
章
。

清
朝
一
九
〇
六
年

―
昭
平
之
章
・
宣
平
之
章
・
秩
平
之
章
・
叙
平
之
章
・
懿
平
之
章
・
徳
平
之
章
。
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台
湾
一
九
七
〇
年

―
明
朝
洪
武
年
間
に
定
め
ら
れ
た
「
大
成
楽
章
」（
咸
和
之
曲
・
寧
和
之
曲
・
安
和
之
曲
・
景
和
之

曲
）。
歌
詞
は
、
北
宋
朝
の
大
晟
府
が
制
定
し
た
も
の
に
由
来
す
る

）
36
（

。

但
し
、
鐘
・
鼓
に
よ
る
「
清
代
の
荘
厳
な
リ
ズ
ム
（
清
代
莊
嚴
的
節
奏
）
」
は
、
清
朝
の
規
定
を
踏
襲
す
る
。
一
方
で
、

全
て
の
楽
器
を
大
成
殿
の
屋
内
か
ら
出
し
、
露
台
で
演
奏
さ
せ
る
よ
う
改
め
る

）
37
（

。

楽
生
の
衣
冠
は
、『
三
礼
図

）
38
（

』、『
宋
史
』、
明
代
の
『
大
明
集
礼
』、
黄
佐
『
南
雍
志
』、
朱
載
堉
『
楽
律
全
書
』、
更
に

朝
鮮
の
『
楽
学
軌
範
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
宋
朝
・
明
朝
の
様
式
で
製
作
し
た
も
の

）
39
（

。

（
29
）
既
に
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
に
、
孔
子
の
兄
で
あ
る
孔
孟
皮
が
従
祀
さ
れ
て
い
た
。

（
30
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
は
、
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
に
、
清
朝
統
治
期
以
来
の
形
態
が
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

後
の
一
九
七
二
年
に
、
中
華
文
化
復
興
運
動
推
行
委
員
会
で
「
孔
子
廟
制
（
整
理
孔
廟
両
廡
先
哲
先
賢
位
次
）
座
談
会
」
が
開
催
さ
れ
、
大
成
殿
・
東
廡
・

西
廡
の
従
祀
者
に
つ
い
て
再
検
討
が
図
ら
れ
た
が
、
実
際
の
改
制
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。「
孔
子
廟
制
（
整
理
孔
廟
兩
廡
先
哲
先
賢
位
次
）
座
談
会
紀
録
」

（
中
華
文
化
月
刊
社
編
『
中
華
文
化
復
興
月
刊
』
第
五
巻
第
一
〇
期
、
一
九
七
二
、
中
華
文
化
復
興
運
動
推
行
委
員
会
刊
）。

（
31
）
こ
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
王
宇
清
『
歴
代
祭
孔
君
臣
楽
舞
衣
冠
考
』（
一
九
九
九
、
国
立
歴
史
博
物
館
刊
）
図
表
二
〇
―
二
一
頁
、
本
文
五
三
―

六
五
、一
三
七
―
一
四
八
頁
も
参
照
し
た
。

（
32
）「
纁
」
は
、
淡
い
赤
色
で
あ
る
。

（
33
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
一
五
―
一
九
頁
。

（
34
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
一
九
頁
。
故
に
台
北
孔
子
廟
（
台
北
市
孔
廟
）
で
は
、
九
月
二
八
日
の
釈
奠
の
場
で
、
正
献
官
・
分
献
官
や
大
成
至
聖
先
師
奉

祀
官
・
総
統
代
表
が
「
古
之
礼
服
」
を
着
用
し
た
例
が
な
い
。
こ
こ
に
挙
げ
た
「
古
之
礼
服
」
は
、
将
来
的
に
春
季
に
も
（
民
間
行
事
と
し
て
）
釈
奠
が

行
わ
れ
る
場
合
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。

（
35
）
本
項
と
次
項
に
つ
い
て
は
、
王
氏
前
掲
書
図
表
三
〇
―
三
二
頁
、
本
文
一
二
一
―
一
二
九
頁
も
参
照
し
た
。

（
36
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
三
頁
。
厳
密
に
は
、「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
」
で
一
部
変
更
さ
れ
て
い
た
歌
詞
に
、
更
に
改
訂
を
加
え
た
。
こ
の
時
に
は
、
孔
子
の

称
号
が
「
大
成
至
聖
文
宣
王
」
か
ら
「
至
聖
先
師
」
へ
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
孔
子
を
「
王
」
と
見
な
す
表
現
が
、「
師
」
と
見
な
す
表
現
に
改
め

ら
れ
た
の
だ
っ
た
が
、
今
回
は
、
景
和
之
曲
の
「
百
王
宗
師
」（
王
者
た
ち
が
宗
師
と
し
て
仰
い
で
き
た
孔
子
）
と
い
う
箇
所
が
、「
時
代
精
神
」
に
合
わ

せ
て
「
萬
世
宗
師
」
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
書
九
頁
。

（
37
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
三
頁
。

（
38
）
北
宋
代
の
聶
崇
義
『
三
礼
図
集
注
』
を
指
す
か
。

（
39
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
一
五
、一
九
頁
。
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⑥
釈
奠
に
用
い
ら
れ
る
佾
舞

明
朝
一
五
三
〇
年

―
文
舞
の
み
。
文
舞
は
三
羽
の
「
翟
」
（
三
本
の
羽
飾
り
が
あ
る
舞
踊
用
具
）
を
持
っ
て
行
う
（
衣
冠
は
漢

族
様
式
）
。

清
朝
一
七
四
二
年

―
文
舞
の
み
。
文
舞
は
、
単
羽
の
翟
（
一
本
の
羽
飾
り
が
あ
る
舞
踊
用
具
）
を
持
っ
て
行
う
（
衣
冠
は
満
洲

族
様
式
）
。

清
朝
一
九
〇
六
年

―
大
祀
昇
格
に
伴
い
、
文
舞
と
武
舞
。
文
舞
は
、
単
羽
の
翟
を
持
っ
て
行
う
（
衣
冠
は
満
洲
族
様
式
）
。

台
湾
一
九
七
〇
年

―
文
舞
の
み
。
明
代
の
『
南
雍
志
』
に
載
る
振
付
に
依
拠
し
、
明
朝
の
制
定
し
た
三
羽
の
翟
を
持
っ

て
行
う
。
但
し
、
嘗
て
の
佾
舞
は
体
操
の
よ
う
で
美
し
く
な
い
た
め
、
動
作
の
振
幅
を
広
げ
る
な
ど
、
舞
踏
芸
術
と
し

て
美
感
を
備
え
る
よ
う
に
す
る

）
40
（

。

佾
生
の
衣
冠
は
、『
三
礼
図
』、『
宋
史
』、
明
代
の
『
大
明
集
礼
』、
黄
佐
『
南
雍
志
』、
朱
載
堉
『
楽
律
全
書
』、
更
に

朝
鮮
の
『
楽
学
軌
範
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
宋
朝
・
明
朝
の
様
式
で
製
作
し
た
も
の
（
即
ち
、
漢
族
様
式

）
41
（

）
。

　
④
釈
奠
用
衣
冠
・
⑤
釈
奠
用
楽
曲
・
⑥
釈
奠
用
佾
舞
は
、
満
洲
族
王
朝
で
あ
っ
た
清
朝
の
規
定
を
廃
し
、
明
朝
の
規
定
、
及

び
明
朝
が
継
承
し
た
宋
朝
の
規
定
（
い
ず
れ
も
漢
族
王
朝
の
規
定
）
に
復
古
し
て
い
る
。
②
孔
子
の
称
号
も
、
明
朝
が
嘉
靖
九
年

（
一
五
三
〇
）
以
前
に
用
い
て
い
た
「
大
成
至
聖
文
宣
王
」
と
、
そ
れ
以
後
に
用
い
た
「
至
聖
先
師
」
を
、
共
に
意
識
し
て
改
め

た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
」
以
後
は
清
代
の
一
時
期
を
除
い
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
「
大
成
」
の
二
字

か
ら
窺
わ
れ
る

）
42
（

。
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
が
、
孔
子
廟
改
革
を
通
じ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
正
し
い
儒
教
礼
楽
＝
正
し
い
中

華
文
化
」
と
は
、
嘗
て
の
漢
族
王
朝
が
定
め
た
儀
礼
空
間
や
祭
祀
儀
礼
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
特
に
直
近
の
漢
族
王
朝
で
あ
る

明
朝
の
そ
れ
が
、
復
古
に
あ
た
っ
て
手
本
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
①
国
家
的
祭
祀
儀
礼
と
し
て
の
等
級
に
つ
い
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て
も
、
佾
舞
の
規
模
を
含
め
て
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
外
形
的
に
は
、「
嘉
靖
の
礼
制
改
革
」
以
前
の
明

朝
に
倣
っ
た
よ
う
に
も
、
光
緒
三
二
年
（
一
九
〇
六
）
以
後
の
清
朝
に
倣
っ
た
よ
う
に
も
窺
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
「
宋

代
・
明
代
以
来
の
各
種
典
籍
」
を
参
考
に
し
た
と
い
う
の
が
、
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
の
公
式
見
解
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と

も
清
朝
最
終
期
の
制
度
だ
け
が
雛
型
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
一
方
で
、
清
朝
が
孔
子
廟
に
採
用
し
て
い
た
④
釈
奠

用
衣
冠
・
⑤
釈
奠
用
楽
曲
・
⑥
釈
奠
用
佾
舞
は
、「
誤
っ
た
礼
楽
」「
彼
ら
非
正
統
な
政
権
に
由
来
す
る
伝
統
」
と
し
て
排
除
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
注
意
す
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
改
革
の
基
本
路
線
が
、
あ
く
ま
で
「
我
が
国
古
来
の
礼
楽
の
基
礎
を
回
復
す
る
こ

と
（
恢
復
我
國
古
有
禮
樂
之
基
礎
）
」、「
古
礼
に
接
近
す
る
こ
と
（
接
近
古
禮
）
」
だ
っ
た
の
で
あ
り

）
43
（

、「
抗
清
」
で
も
「
復
明
」
で
も

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

）
44
（

。
ま
ず
、
明
朝
様
式
へ
の
単
純
な
回
帰
と
は
呼
べ
な
い
部
分
を
挙
げ
る
と
、「
商
朝
や
周
朝
の
古
式
（
商

周
古
式
）
」
に
基
づ
く
と
称
す
る
大
型
楽
器
を
、
荘
本
立
が
次
々
と
設
計
・
製
作
し
、
場
合
に
応
じ
て
「
宋
朝
の
様
式
（
宋
式
）
」

に
よ
る
木
架
と
組
み
合
わ
せ
た

）
45
（

。
次
に
、
六
つ
の
変
数
に
視
線
を
戻
せ
ば
、
③
配
享
者
・
従
祀
者
の
内
訳
と
神
位
安
置
場
所
に

つ
い
て
は
、
清
朝
の
規
定
が
踏
襲
さ
れ
た
と
言
え
る
。
大
成
殿
に
従
祀
さ
れ
た
十
二
哲
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
、
東
廡
・
西
廡
に
従

祀
さ
れ
た
先
賢
・
先
儒
の
メ
ン
バ
ー
に
至
る
ま
で
、
清
朝
統
治
期
に
追
加
さ
れ
た
神
位
は
、
一
つ
も
撤
去
さ
れ
る
こ
と
が
な

（
40
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
四
、八
頁

（
41
）
当
初
は
冠
を
用
い
ず
、
明
代
の
童
子
髪
型
を
模
し
た
鬘
を
被
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
が
、
乱
れ
や
す
く
見
苦
し
い
と
い
う
理
由
で
、
一
九
七
〇
年
に
は
、

や
は
り
明
代
の
李
之
藻
『
頖
宮
礼
楽
疏
』
に
拠
っ
て
、「
儒
巾
」
を
被
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
一
〇
、一
五
、一
九
頁
。

（
42
）
前
節
（
第
三
節
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
党
政
府
は
一
九
三
五
年
（
民
国
二
四
年
）
に
、
孔
子
の
嫡
系
裔
孫
を
「
大
成
至
聖
先
師
奉
祀
官
」
に
任
命

し
て
い
た
。
孔
子
の
称
号
を
制
定
す
る
際
に
は
、
こ
の
先
例
も
考
慮
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
43
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
二
、二
〇
頁
。

（
44
）
む
し
ろ
、
委
員
会
の
主
任
委
員
を
務
め
た
蒋
復
聡
は
、
新
制
釈
奠
の
挙
行
二
日
前
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
そ
の
方
針
を
「
周
・
宋
・
明
・
清
の
各
時

代
の
文
化
の
長
所
を
、
一
堂
に
融
合
さ
せ
る
こ
と
（
溶
周
、
宋
、
明
、
清
各
代
文
化
優
點
於
一
堂
）」
だ
と
表
明
し
た
。「
至
聖
先
師
釈
奠
典
礼
　
北
市
昨

日
挙
行
預
習

―
明
朝
楽
舞
与
宋
明
服
装
溶
匯
於
一
堂
　
省
垣
定
今
下
午
挙
行
預
習
」（『
聯
合
報
』、
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
、
第
二
版
）。

（
45
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
三
―
一
〇
頁
。
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か
っ
た
の
で
あ
る
。
⑤
釈
奠
に
用
い
る
楽
曲
も
、
そ
れ
自
体
は
清
朝
所
定
の
曲
か
ら
明
朝
所
定
の
曲
へ
復
古
し
た
と
は
い
え
、

鐘
・
鼓
が
奏
で
る
「
清
代
の
荘
厳
な
リ
ズ
ム
」
は
、
清
朝
の
規
定
が
廃
さ
れ
ず
に
踏
襲
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
清
朝
の
規
定
が
踏
襲
さ
れ
た
部
分
は
い
ず
れ
も
、
清
朝
が
明
朝
の
制
度
を
「
否
定
し
て
抹
消
し
た
」
部
分
、
或
い
は
「
満
洲

族
様
式
に
よ
っ
て
塗
り
替
え
た
」
部
分
で
は
な
く
、
強
い
て
言
え
ば
「
単
純
に
物
量
を
拡
大
し
た
」
部
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う

）
46
（

。

『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
は
、
全
て
の
楽
器
を
大
成
殿
の
屋
内
か
ら
出
し
た
理
由
を
、「
殿
内
の
雰
囲
気
を
、
更
に
荘
厳
に
す
る
た

め
（
使
殿
內
的
氣
氛
更
為
莊
嚴
）
」
だ
と
説
明
す
る
が
、
一
方
で
同
書
は
、
民
衆
に
対
す
る
宣
伝
や
「
国
際
宣
伝
」
に
も
意
欲
を
示

し
て
お
り
、
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
と
し
て
、
釈
奠
の
様
子
が
放
映
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
を
も
明
言
す
る

）
47
（

。
こ
の
点
か
ら
推
察

す
る
に
、
い
わ
ば
劇
場
の
華
や
か
な
舞
台
装
置
と
し
て
、
大
規
模
で
「
荘
厳
」
な
清
朝
の
孔
子
廟
制
度
を
、
部
分
踏
襲
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嘗
て
は
体
操
に
譬
え
ら
れ
た
佾
舞
の
動
作
に
、
舞
踏
芸
術
と
し
て
の
美
感
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
も
、
こ
う
し
た
「
劇
場
化
」
的
改
革
の
一
環
と
し
て
解
釈
さ
れ
よ
う
。
逆
に
、「
大
祀
」
を
標
榜
す
る
新
制
の
釈
奠
で
あ
り

な
が
ら
、
大
祀
級
相
応
に
増
強
さ
れ
る
よ
う
明
記
さ
れ
た
の
は
、
佾
舞
の
隊
列
の
み
で
あ
っ
て
、
同
時
に
増
や
さ
れ
て
然
る
べ

き
は
ず
の
籩
・
豆
の
数
に
つ
い
て
、
同
書
に
全
く
言
及
が
為
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
（
大
祀
級
へ
の
移
行
は
、
伝
統
的
な
礼
学
に
照
ら
せ

ば
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
）
の
理
由
は
、
一
般
観
衆
か
ら
見
え
な
い
大
成
殿
の
奥
深
く
に
、
そ
れ
ら
の
礼
器
が
配
置
さ
れ
る
か
ら
で

は
な
い
の
か
。

　
明
朝
（
や
宋
朝
）
の
孔
子
廟
制
度
に
由
来
す
る
諸
要
素
に
は
、「
国
民
党
政
府
の
正
統
性
」
の
規
範
を
求
め
、
清
朝
の
孔
子
廟

制
度
に
由
来
す
る
諸
要
素
に
は
、「
物
量
的
な
豊
か
さ
」
の
規
範
を
求
め
、
そ
し
て
商
朝
や
周
朝
の
礼
楽
に
由
来
す
る
と
称
す

る
大
型
楽
器
に
は
、
両
者
を
共
に
求
め
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
改
革
が
成
っ
た
の
だ
と
い
う
仮
説
的
分
析
（
外
貌
の
観

察
に
基
づ
く
考
察

）
48
（

）
を
、
筆
者
は
提
示
し
て
お
き
た
い
。

五
、「
現
代
の
大
祀
」
と
し
て
の
釈
奠
︱
国
民
党
政
府
は
、
北
洋
政
府
に
よ
る
孔
子
廟
改
革
を
継
承
し
た
か
？
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中
国
大
陸
や
台
湾
を
統
治
し
た
歴
代
王
朝
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
、
孔
子
廟
制
度
の
管
理
と
釈
奠
の
挙
行
は
、
王
朝
が
こ
れ

ら
の
地
を
去
っ
た
後
に
至
っ
て
も
、
存
続
さ
せ
ら
れ
た
。
国
民
国
家
の
指
導
理
念
と
し
て
儒
教
を
宣
揚
し
た
国
民
党
政
府
に

と
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
政
権
の
正
統
性
に
関
わ
る
行
為
で
あ
っ
た
し
、
特
に
「
中
華
文
化
復
興
運
動
」
の
開
始
後
に
は
、
自
身

が
「
唯
一
の
中
国
政
府
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、「
正
し
い
中
華
文
化
（
史
）
」
の
表
現
と
し
て
の
儀
礼
空
間
や
儀

礼
内
容
を
整
備
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
王
朝
時
代
に
は
、
天
地
・
社
稷
・
宗
廟
の
祭
祀
（
こ
れ
ら
は
全
て
大
祀
）
を
頂
点
と
す
る
夥
し
い

国
家
的
祭
祀
の
中
に
あ
っ
て
、
孔
子
廟
に
お
け
る
釈
奠
は
、
長
ら
く
中
祀
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。「
天
地
・
社
稷
・
宗
廟

に
対
す
る
儒
教
的
祭
祀
」
が
、「
儒
教
の
開
祖
に
対
す
る
祭
祀
」
に
優
越
す
る
等
級
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
清
朝
滅
亡
直
後
の
一
九
一
四
―
一
五
年
（
民
国
三
―
四
）
に
か
け
て
、
北
洋
政
府
の
袁
世
凱
大
総
統
は
、
天
壇
・
孔
子
廟
・

関
岳
廟
（
武
神
と
し
て
関
羽
と
岳
飛
を
祀
る
）
・
忠
烈
祠
（
国
家
に
尽
く
し
て
落
命
し
た
者
を
祀
る
）
に
お
け
る
祭
祀
儀
礼
の
み
を
、

「
大
同
」
と
「
共
和
」
の
時
代
の
国
家
的
祭
祀
と
し
て
選
択
し
、
そ
の
儀
礼
空
間
や
儀
礼
内
容
を
制
定
し
た

）
49
（

。
そ
し
て
、「
北

伐
」
（
北
洋
政
府
と
の
抗
争
）
に
よ
っ
て
北
洋
政
府
に
取
っ
て
代
わ
り
、
や
が
て
「
遷
台
」
し
た
国
民
党
政
府
は
、

（
46
）
あ
く
ま
で
「
強
い
て
言
え
ば
」
の
話
で
あ
る
。
特
に
、
孔
子
廟
に
祀
ら
れ
る
者
を
追
加
・
削
減
す
る
と
い
う
措
置
は
、
孔
子
廟
が
表
現
す
る
「
正
し
い

儒
教
文
化
（
史
）」
の
内
容
に
、
重
大
な
質
的
変
化
を
与
え
や
す
い
。
ま
た
、
礼
器
や
佾
生
を
増
減
す
る
こ
と
は
、
往
々
に
し
て
「
国
家
的
祭
祀
儀
礼
と
し

て
の
等
級
を
昇
降
す
る
こ
と
」
と
結
び
付
き
、
孔
子
廟
そ
れ
自
体
の
存
在
意
義
に
、
や
は
り
大
き
な
変
質
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
単
に
「
神
位
や
礼
器
・

佾
生
の
数
が
増
減
し
た
」
と
い
う
に
は
、
必
ず
し
も
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
47
）『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
二
〇
頁
。

（
48
）
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員
会
の
会
議
録
や
答
申
書
は
未
公
開
の
よ
う
で
あ
る
し
、
管
見
の
限
り
、
委
員
経
験
者
が
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
文
章
や
口
頭
発
言

は
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
分
析
の
当
否
を
検
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
49
）
政
事
堂
礼
制
館
編
『
祀
天
通
礼
』『
祭
祀
冠
服
制
』『
祭
祀
冠
服
図
』『
祀
孔
典
礼
』（
一
九
一
四
、
政
事
堂
礼
制
館
刊
）、
同
編
『
関
岳
合
祀
典
礼
』『
忠

烈
祠
典
礼
』（
一
九
一
五
、
政
事
堂
礼
制
館
刊
）。
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Ａ
　
孔
子
廟
に
お
け
る
釈
奠
。

Ｂ
　
忠
烈
祠
に
お
け
る
「
国
殤
」。

Ｃ
　
黄
帝
陵
に
お
け
る
「
民
族
掃
墓
」
（「
遷
台
」
以
後
は
、
忠
烈
祠
に
お
け
る
「
遥
祭
黄
帝
陵
」
儀
礼
）
。

の
三
つ
を
国
家
的
祭
祀
と
し
て
採
用
す
る
形
と
な
っ
た

）
50
（

。
北
洋
政
府
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
儀
礼
施
設
と
し
て
天
壇
と
関
岳

廟
が
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
一
方
で
、
祭
祀
対
象
と
し
て
黄
帝
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
儀
礼
は
、
各
々
、

Ａ
　
国
民
国
家
の
指
導
理
念
（
の
開
祖
や
継
承
者
た
ち
）
に
対
す
る
祭
祀
。

Ｂ
　
国
民
国
家
の
た
め
に
殉
難
し
た
者
に
対
す
る
祭
祀

）
51
（

。

Ｃ
　
国
民
の
血
統
的
祖
先
に
対
す
る
祭
祀

）
52
（

。

が
選
び
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る

）
53
（

。
王
朝
時
代
に
は
国
家
的
祭
祀
の
頂
点
に
あ
っ
た
「
天
地
・
社
稷
・
宗
廟
に
対
す
る

祭
祀
」
群
が
、
北
洋
政
府
に
よ
り
一
部
廃
止
さ
れ
、
国
民
党
政
府
に
よ
り
全
廃
さ
れ
る
過
程
と
並
行
し
て
、
王
朝
時
代
に
は
そ

れ
ら
よ
り
下
位
の
儀
礼
で
あ
っ
た
「
儒
教
の
開
祖
に
対
す
る
祭
祀
」
（「
正
し
い
儒
教
文
化
（
史
）」
を
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
表
現
す
る
行

為
）
な
ど
が
、
新
し
い
意
義
を
与
え
ら
れ
て
、
い
わ
ば
「
現
代
の
大
祀
」
に
昇
格
し
た
の
で
あ
る
。

　
天
壇
と
孔
子
廟
は
、
既
に
王
朝
時
代
か
ら
大
祀
の
会
場
で
あ
っ
た
儀
礼
施
設
だ
が
、
忠
烈
祠
と
名
付
け
ら
れ
た
施
設
を
、
そ

れ
ら
と
同
列
に
並
べ
る
こ
と
は
、
北
洋
政
府
が
創
始
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
清
朝
に
も
、
戦
没
者
を
祀
る
施
設
と
し
て
「
昭
忠

祠
」
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
儀
礼
は
、
国
家
的
祭
祀
と
し
て
の
等
級
が
低
か
っ
た
（
大
祀
級
か
ら
二
等
を
下
る

群
祀
級
）
の
で
あ
る
。
国
民
党
政
府
も
、
既
に
「
遷
台
」
以
前
に
、
首
都
南
京
に
「
国
民
革
命
軍
陣
亡
将
士
公
墓
」
と
忠
烈
祠

を
設
け
て
い
た
が
、
孔
子
廟
改
革
と
「
大
成
至
聖
先
師
孔
子
誕
辰
紀
念
弁
法
」
公
布
・
施
行
の
翌
年
で
あ
る
一
九
六
九
年
に
、
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「
忠
烈
祠
祀
弁
法
」
を
修
訂
し
、
台
北
市
を
初
め
と
し
て
台
湾
各
県
市
に
忠
烈
祠
を
建
立
し
た

）
54
（

。

　
即
ち
、
国
民
党
政
府
の
孔
子
廟
制
度
や
忠
烈
祠
制
度
は
、
北
洋
政
府
が
作
っ
た
国
家
的
祭
祀
の
枠
組
を
、
部
分
的
に
踏
襲
し

た
か
の
よ
う
な
姿
を
呈
す
る
の
で
あ
り
、
故
に
、
儀
礼
空
間
や
儀
礼
内
容
の
詳
細
を
含
め
て
、
実
は
北
洋
政
府
の
制
度
を
参
照

し
な
が
ら
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う

）
55
（

。『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』
の
記
述
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
状
況
証
拠

（
50
）
一
九
六
八
年
四
月
一
八
日
に
は
、
中
央
政
府
が
「
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
大
祭
典
礼
（
成
吉
思
汗
大
祭
典
禮
）」
を
行
い
、
蒋
総
統
の
代
理
と
し
て
蒙
蔵

委
員
会
委
員
長
が
主
祭
を
担
当
し
た
。
し
か
し
。
こ
れ
は
「
在
台
湾
の
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
各
族
の
同
胞
（
在
臺
蒙
藏
各
族
同
胞
）」
に
向
け
て
行
わ
れ

た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
総
統
府
広
報
』
第
一
九
五
一
号
（
一
九
六
六
年
四
月
二
三
日
）
一
頁
に
拠
り
、『
中
華
民
国
史
事
紀
要
』
中
華

民
国
五
十
七
年
（
一
九
六
八
）
一
至
六
月
份
（
二
〇
〇
一
、
国
史
館
刊
）
二
九
五
―
二
九
六
頁
に
収
録
。

（
51
）
一
九
六
九
年
に
修
訂
さ
れ
た
「
忠
烈
祠
祀
弁
法
」
で
は
、
第
七
条
に
「
古
代
の
名
将
と
革
命
先
烈
を
併
せ
て
祀
る
（
忠
烈
祠
應
并
祀
古
代
名
將
及
革
命

先
烈
）」
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
「
建
国
以
来
の
、
殉
職
殉
難
し
た
忠
烈
な
る
官
兵
人
民
」
の
み
が
入
祀
し
た
（
現
在
供
奉
者
，
只
限
於
開
國

以
來
，
忠
烈
殉
職
殉
難
官
兵
人
民
）。
魏
如
霖
「
我
国
武
廟
沿
革
与
変
遷
研
究
」（『
軍
事
雑
誌
』
第
四
一
巻
第
五
期
、
一
九
七
三
、
軍
事
雑
誌
社
刊
）
三
一

―
三
二
頁
。

（
52
）
黄
帝
陵
遥
祭
で
用
い
ら
れ
る
位
牌
に
は
、「
中
華
民
族
遠
祖
黄
帝
之
霊
位
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
坂
元
ひ
ろ
子
に
よ
れ
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
あ
た
り
か

ら
清
朝
打
倒
を
掲
げ
て
結
成
さ
れ
た
「
革
命
各
派
」
に
よ
っ
て
、
漢
族
が
「
黄
帝
の
子
孫
」
だ
と
い
う
言
説
が
急
速
に
唱
え
ら
れ
始
め
た
。
排
満
革
命

（
満
洲
族
王
朝
で
あ
る
清
朝
に
対
す
る
革
命
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
象
徴
と
し
て
、
古
代
伝
説
か
ら
黄
帝
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
、
坂

元
は
解
釈
し
て
い
る
。
同
時
期
に
は
孔
子
も
、
王
位
を
持
た
な
い
改
革
の
王
者
「
素
王
」
と
し
て
、
康
有
為
な
ど
立
憲
君
主
派
の
象
徴
と
さ
れ
た
。
坂
元

『
中
国
民
族
主
義
の
神
話

―
人
種
・
身
体
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
二
〇
〇
四
、
岩
波
書
店
刊
）
六
〇
―
六
五
頁
。

（
53
）
既
に
北
洋
政
府
が
、
王
朝
時
代
に
は
天
子
の
特
権
で
あ
っ
た
祭
天
儀
礼
を
、
一
般
国
民
に
も
「
許
可
」
し
、
家
庭
で
行
わ
れ
る
べ
き
「
国
民
祀
天
儀
」

を
制
定
し
て
い
た
の
だ
が
。『
祀
天
通
礼
』
一
七
葉
表
。

（
54
）
魏
氏
前
掲
論
文
三
一
―
三
四
頁
。
な
お
、
台
中
市
で
は
、
孔
子
廟
と
忠
烈
祠
が
塀
を
隔
て
て
左
右
対
等
に
並
び
、
台
中
市
政
府
に
属
す
る
「
孔
廟
忠
烈

祠
聯
合
管
理
所
」
が
、
両
者
を
管
理
し
て
い
る
。
王
朝
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
想
像
を
絶
す
る
光
景
で
あ
ろ
う
。

（
55
）『
祀
孔
典
礼
』
が
定
め
る
儀
礼
過
程
・
儀
礼
内
容
は
、「
大
総
統
祀
孔
子
儀
」「
各
地
方
行
政
長
官
祀
孔
子
儀
」「
道
尹
県
知
事
祀
孔
子
儀
」
の
三
等
級
に

分
か
れ
る
が
、「
そ
の
礼
節
・
服
制
・
祭
品
は
、
祀
天
儀
礼
と
一
律
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
（
其
禮
節
、
衣
制
、
祭
品
當
與
祀
天
一
律
）」
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
同
書
一
葉
裏
、
一
六
葉
表
。
そ
こ
で
、
祀
天
儀
礼
に
関
す
る
『
祀
天
通
礼
』
及
び
『
祭
祀
冠
服
制
』『
祭
祀
冠
服
図
』
と
併
せ
読
み
な
が
ら
、
北
洋
政

府
一
九
一
四
年
（
民
国
三
）
所
定
の
「
大
総
統
祀
孔
子
儀
」
と
、
清
朝
一
九
〇
六
年
（
光
緒
三
二
）
及
び
国
民
党
政
府
一
九
六
八
―
七
〇
年
の
孔
子
廟
改

革
を
比
較
す
る
と
、「
大
総
統
祀
孔
子
儀
」
と
清
朝
最
終
期
の
制
度
の
間
で
は
、
満
洲
族
様
式
の
衣
冠
を
漢
族
様
式
に
改
め
た
以
外
に
、
大
き
な
相
違
は
な

い
。
そ
の
一
方
で
、「
大
総
統
祀
孔
子
儀
」
と
国
民
党
政
府
に
よ
る
一
九
六
八
―
七
〇
年
改
革
の
間
に
も
、
①
国
家
的
祭
祀
儀
礼
と
し
て
の
等
級
（
王
朝
時
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を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
国
民
党
政
府
は
一
九
三
四
年

（
民
国
二
三
）
の
段
階
で
、
北
洋
政
府
の
孔
子
祭
祀
制
度
を
踏
襲
し
た

部
分
が
あ
り
、「
民
国
制
定
の
こ
の
前
例
に
拠
つ
て
」
儀
礼
を
挙
行

し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

）
56
（

。
ま
た
、
祭
孔
礼
楽
工
作
委
員

会
の
服
装
研
究
組
招
集
人
で
あ
っ
た
王
宇
清
は
、
北
洋
政
府
の
定
め

た
祭
祀
用
衣
冠
に
つ
い
て
、「
袁
世
凱
は
、
民
主
政
体
を
実
施
す
る

と
い
う
孫
文
と
の
約
束
を
破
り
、
帝
制
を
回
復
し
、
皇
帝
を
自
称
し

て
、
第
二
次
革
命
に
よ
り
帝
制
撤
回
に
追
い
込
ま
れ
た
者
で
あ
る
か

ら
、
中
国
で
は
全
国
上
下
の
者
が
、
口
を
揃
え
て
「
袁
世
凱
が
国
を

盗
ん
だ
」
と
非
難
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
制
定
し
た
祭
服
は
、
数
千

年
の
伝
統
を
持
つ
服
飾
文
化
を
頗
る
よ
く
保
存
し
て
お
り
、
否
定
で

き
る
も
の
で
は
な
い
（
中
國
全
國
上
下
，
因
袁
世
凱
違
反
對
孫
中
山
所
作
實
施
民
主
政
體
之
諾
言
，
而
恢
復
帝
制
，
自
稱
皇
帝
，
被
第
二

（
マ
マ
）次

革
命

推
翻
，
齊
罵
袁
是
竊
國
。
但
彼
所
制
定
之
祭
服
，
卻
頗
能
保
存
數
千
年
傳
統
之
服
飾
文
化
，
非
可
否
定

）
57
（

）
」
と
、
一
定
程
度
の
評
価
を
示
し
た

こ
と
が
あ
る
。

　
国
民
党
政
府
の
孔
子
廟
制
度
へ
、
も
し
本
当
に
北
洋
政
府
の
遺
産
が
流
れ
込
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、『
祭
孔
礼
楽
之
改
進
』

の
中
に
、
北
洋
政
府
に
関
す
る
言
及
が
皆
無
で
あ
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、
北
洋
政
府
の
孔
子
廟
制
度
が
、
必
ず
し
も

「
誤
っ
た
礼
楽
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
（
必
ず
し
も
「
道
統
」
に
は
反
し
な
い
け
れ
ど
も
）
、
し
か
し
「
我
ら
正
統
な
政
権

に
は
繋
が
ら
な
い
伝
統
」
な
の
だ
（
国
民
党
政
府
に
繋
が
る
「
治
統
」
と
は
相
容
れ
な
い
）
と
い
う
立
場
を
、
あ
え
て
北
洋
政
府
に
言

及
し
な
い
と
い
う
態
度
に
よ
っ
て
、
暗
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

写真 5　筆者自身も 2002年と 2005年の釈奠に、礼
生として参加した。
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